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広報ぬまた 平成26年10月１日

市役所 123－2111524－5179 白沢町振興局 153－2111553－2188 利根町振興局 156－2111556－367411

本
年
度
は
、「
人
口
減
少
か
ら
故
郷

を
守
る
た
め
に
！
」を
テ
ー
マ
に
３

回
の
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

近
年
、
少
子
化
や
若
者
の
都
市
部

へ
の
流
失
な
ど
に
よ
る
人
口
減
少
が

問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
、
今
か
ら
で
き
る
こ
と
を

皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん

か
。
家
族
や
友
達
を
誘
い
合
わ
せ
の

上
、
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
３
階

研
修
室

※
託
児
あ
り(

各
講
座
の
１
週
間
前

ま
で
に
予
約
が
必
要
で
す)

参
加
費

無
料

申
し
込
み

電
話
、
フ
ァ
ク
ス
、
ま

た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
生
活
課
協
働
推

進
係
へ

電
話
・
フ
ァ
ク
ス

1
●
８
４
４
４

Ｅ
メ
ー
ル

num
atanchi@

ia5.itk

eeper.ne.jp

老
齢
年
金
は
所
得
税
法
に
よ
り
課

税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
支
払
わ
れ

る
年
金
か
ら
控
除
を
行
い
、
残
り
の

額
か
ら
所
得
税
が
差
し
引
か
れ
ま
す
。

老
齢
厚
生
年
金
、
ま
た
は
老
齢
基
礎

年
金
受
給
者
の
人
は
、
毎
年
10
月
下

旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
ら
れ
る

「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」に
、
必
要
事

項
を
記
入
し
て
期
限
内
に
必
ず
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
し
な
い
と
扶

養
控
除
な
ど
の
控
除
が
受
け
ら
れ
ず
、

提
出
し
た
場
合
と
比
べ
て
税
金
が
多

く
徴
収
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
告
書
の
送
付
対
象
者
は
次
の
と
お

り
で
す
。

■
65
歳
以
上
で
１
５
８
万
円
以
上
の

年
金
受
給
者

■
65
歳
未
満
で
１
０
８
万
円
以
上
の

年
金
受
給
者

問
い
合
わ
せ

渋
川
年
金
事
務
所
お

客
様
相
談
室
1
０
２
７
９
●
１
６

１
３
へ

期
限
ま
で
に「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」

を
提
出
し
ま
し
ょ
う

問い合わせ

消費生活センター1○20１５００
生活課生活係(東原庁舎内)1内線７７３５１

問い合わせ

消費生活センター1○20１５００

消費生活センターでは、｢賢い消費者になろう～私達のくらしと

法律～｣をテーマに講演会を開催します。

テレビでおなじみの菊地幸夫さんをお招きして、私たちの生活

と法律について分かりやすくお話ししてもらいます。

消費者の関心や不安に付け込み、電話で根拠のない効能を告げたり、しつこく勧誘するなどして、高額な健康

食品を購入させるといった悪質な勧誘が跡を絶ちません。身の回りの高齢者に対し、家族や近所で声を掛け合う

などのほか、以下の内容を確認して悪質な勧誘を回避しましょう。

悪質業者の手口

○親しげな口調や世間話などで、あなたの体調や日頃

の不安を心配し油断させる

○医学的な効能や特別割引などをうたう

○試供品を勧め、高額な送料を請求するほか、定期

購入の契約につなぐ

※勧誘を行う場合、業者は始めに勧誘目的であること

を告げる義務があります

対応の仕方

○｢いりません｣、｢興味ありません｣などはっきり断る

○電話を切る。留守番電話で対応する

○｢後にしてください｣など曖昧な言葉を使わない

○試供品であっても必要でなければ断る

○相手のペースで長話をしない

※早く電話を切りたいと思い商品発送を了承すると、

後日高額な商品の勧誘につながります

とき 11月９日(日)午後１時～３時(正午受け付け開始)

ところ 保健福祉センター４階多目的ホール

参加費 無料

必要な健康商品を購入してしまった場合は、

契約書面を受け取った日から８日以内であ

れば、クーリングオフすることが可能です。消費

生活センターに

相談しましょう。
相談時間

・午前９時～正午

・午後１時～午後４時

※土・日曜日、祝日を除く

不

◆無料出前講座のご案内

消費生活センターでは、悪質業者にだまされな

いための無料出前講座を行っています。高齢者を

対象とした講座のほか、

新社会人や高校生といっ

た年齢層に応じたメニュ

ーを用意していますので、

ぜひ、ご利用ください。

日程・講義内容
回

第
１
回

第
２
回

第
３
回

テーマ

｢ふるさと沼田｣消滅の危機

～地域から人がいなくなる現状～

地域を守るのは私たち！

～今の沼田はどんな状況？～

地域を守るのは私たち！

～守ろう沼田、そのためには～

10月29日(水)
午後２時～
３時30分

90分

３階
研修室

共愛学園前橋国際大学
地域共生研究センター研究員
前田由美子さん

120分

120分

11月５日(水)
午後２時～４時

11月12日(水)
午後２時～４時

日時 時間 会場 講師

開
催
し
ま
す

男
女
共
同
参
画
セ
ミ
ナ
ー

問
い
合
わ
せ
　
生
活
課
協
働
推
進
係(

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内)

1
内
線
７
６
２
１
２

男女共同参画社会に関する市民意識調査にご協力を

男女共同参画社会の実現を目指し、来年度から第３次男女共同参画計画の策

定に取り組みます。この計画の基礎資料とするため、市民の皆さんの意識など

について調査を実施します。

調査は無作為に抽出した2,000人に対し、10月８

日(水)に調査用紙を送付し実施します。調査用紙

が届いた人はご協力をお願いします。

提出期限 10月24日(金)

ドメスティック・バイオレンスは人権侵害です
ＤＶとは、配偶者や恋人などから振るわれる身体的、精神

的、経済的暴力などのことです。このような暴力で相手を支
配しようとする行為は、重大な人権侵害であり明らかな犯罪
です。身近な間柄であっても、どんな場合であっても、暴力
は決して許されるものではありません。ＤＶは女性から男性
への暴力もありますが、被害者の多くは女性であり、女性に
対する暴力は、女性の人権を著しく侵害する重大な問題です。

暴力の形態
◎身体的暴力・・・殴る蹴る、首を絞める、髪の毛を引っ張る
◎精神的暴力・・・大声で怒鳴る、無視をする
◎性的暴力・・・嫌がっているのに性行為を強要する
◎経済的暴力・・・生活費を渡さない、仕事を辞めさせる
◎社会的暴力・・・実家や友人との付き合いを制限・監視する、電話やメールを細かくチェックする
◎子供を利用した暴力・・・子どもに暴力を見せる、危険にさらす
※このほか、暴力にはさまざまなものがあります

ＤＶに関する相談窓口
◎群馬県女性相談センター
相談受付時間
・月～金曜日　午前９時～午後８時
・土・日曜日、祝日　午後１時～５時(相談は無
料です。秘密は固く守ります)
◎緊急時は110番、または警察署へ

問い合わせ 生活課協働推進係(保健福祉センター内)1内線７６２１２

市
で
は
、
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
誰
も
が
個
人
と
し
て
尊
重
さ

れ
、
そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
男
女
共
同
参
画

社
会
の
形
成
を
目
指
し
、
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

1027(261)4466

菊地幸夫さん(弁護士)


